
既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理統合 その他

Ｃ
市民からの利用料だけでは実施が困難な民間事業者の事
業に対する補助金 6 3 0 0 0 0 0 2 1

Ｄ 市立小･中学校や教職員活動に対する交付金･補助金 6 4 2 0 1 0 1 0 0

Ｅ 商工業団体が行う事業に対する補助金 10 2 5 1 0 2 3 0 3

Ｆ 農林業団体が行う事業に対する補助金 8 3 4 2 3 0 1 0 1

Ｇ 障害者等の当事者団体に対する補助金 10 1 1 1 0 0 0 6 2

Ｈ
公的委員が円滑に活動するために当該委員で組織する団
体への補助金 3 0 3 3 3 0 0 0 0

Ｉ
小・中学校区ごとに地域で公益活動を行う団体及びその
上部団体に対する補助金 7 4 3 3 0 1 0 0 0

Ｊ 市の事務の代替的な事業を行う団体への補助金 12 2 9 7 1 2 3 1 0

Ｋ 社会教育関係団体に対する補助金 23 0 3 1 0 1 1 9 11

Ｌ その他の補助金等 11 1 6 3 0 0 3 0 4

96 20 36 21 8 6 12 18 22

　① 現行どおり継続
　② 見直して継続
　　　　ガイドラインの交付基準に合わない補助金について、適正化を行ったうえで補助を継続します。
　　　　・ 事業補助化　：団体の管理的経費も補助対象としている補助金について、事業費のみを補助対象経費とします。
　　　　・ 補助額適正化：補助額の根拠がなく、毎年、補助額が一定の補助金について、補助額の算定基準を明確にします。
　　　　・ 整理統合　　：同種の補助制度が重複している補助金について、整理統合します。
　　　　・ その他　　　：市の直接執行への変更、補助対象者や補助メニューの変更などの見直しを行います。
　③ 廃　止
　　　　他に同様の活動を行う団体があるにも関わらず特定の団体のみに補助をしている補助金など、公益性・公平性・有効性に
　　　課題がある補助金について、現行の補助制度は一旦廃止し、対象の拡大等による新たな補助金の創設や、提案公募型補助金
　　　（自由テーマ型）への移行を促します。

件数

合　　計

新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

①
現行
継続

③ 廃止

補助金の分類区分 件数

② 見直して継続

内数（重複あり）



既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

　Ｃ　市民からの利用料だけでは実施が困難な民間事業者の事業に対する補助金

1
障害者（児）歯科
診療事業補助金

（財）大阪府警察
協会 北大阪警察
病院

障害児者の歯科診療について受け入れ
る病院が少ないことから、補助金を交
付することにより医師等を確保し障害
児者の健康維持に寄与する。

○ H26
市内の身近な歯科医
院へも対象を拡大す
る制度を創設する。

2
障害児者短期入所
施設運営助成金

社会福祉法人 慶
徳会

障害児者の短期入所について受け入れ
る施設が少ないことから、補助金を交
付することにより施設の人員を確保し
障害児者の在宅生活の継続に寄与す
る。

○ H26
他の事業所へも対象
を拡大する制度を創
設する。

3
バ イ オ イ ン キ ュ
ベーション施設集
積促進事業補助金

バイオ・サイト・
キャピタル株式会
社(バイオイノベー
ションセンター運
営者）

インキュベーション施設運営者が行う
バイオインキュベーション施設集積促
進事業に対し、市が補助金を交付する
ことにより、バイオインキュベーショ
ン施設の集積促進を図り、本市産業の
振興に資する。

○

4
街かどデイハウス
支援事業補助金

特定非営利活動法
人 すかいぶるー
他９事業所

住民参加による柔軟できめ細かな介護
予防等のサービスを提供することによ
り、高齢者が住み慣れた地域でいつま
でも自立した生活を続けられるよう、
在宅高齢者の保健福祉の向上に努める
ことを目的とする。

○

新規参入ができるよう５～
10年で公募するなど、競争
原理の導入を検討してはど
うか。

街かどデイハウスのあり方に
ついて、他市の状況も含めて
検討します。

5
茨木市地域バス路
線運行事業補助金

阪急バス㈱

市山間部において通学等の交通手段確
保に必要なバス路線を運行している事
業に対し、市が補助金を交付すること
により、運行事業の継続及び維持を図
り、安定した通学等の交通手段の確保
することを目的とする。

○
他の撤退した路線との公平
性の検証が必要ではない
か。

本来、山間部の通学児童の交
通手段確保のための補助であ
るが、あわせて市民も同乗で
きるよう通学バスとせず、最
小限１日１便分の助成を行う
もので、撤退路線への補助と
は目的が異なります。撤退路
線の対応については別途検討
を行います。

6
訪問看護事業補助
金

財団法人茨木市保
健医療センター

訪問看護事業の運営を促進し、もって
在宅療養者やその家族に対して家庭に
おける療養生活の支援を図ることを目
的とする。

○ H25
H23年度に黒字化した
ことから廃止する。

　Ｄ　市立小･中学校や教職員活動に対する交付金･補助金

1
茨木市立小･中学校
特色ある学校づく
り推進交付金

茨木市立茨木小学
校特色ある学校づ
くり推進委員会
ほか 46小･中学校
の同推進委員会

小･中学校の各学校が解決すべき教育
課題への研究と、教育活動の一つとし
て児童、生徒の豊かな体験活動を実施
することによって、特色ある学校づく
りを推進していくことを目的とする。

○

より地域の実情を反映した
特色ある事業とするため、
各学校の提案をコンペして
はどうか。また、成果を市
民等へＰＲしたほうが良
い。

事業内容が各課題等に則した
ものになっているか十分精査
します｡各学校のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを
使用してＰＲします｡

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的
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既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

2
茨木市授業づくり
推進交付金

茨木市立茨木小学
校 ほか46小･中学
校

小･中学校において、経験年数の浅い
教職員が急増するなかで、当該教職員
の育成と資質の向上、授業力を高める
のための組織的な授業研究を進める目
的から、校内で研究授業を実施し学力
向上の取組みを行う。

○

より地域の実情を反映した
特色ある事業とするため、
各学校の提案をコンペして
はどうか。また、成果を市
民等へＰＲしたほうが良
い。

予定している研究授業が効果
的な内容になっているか精査
します｡各学校のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを
使用してＰＲします｡

3
茨木市図書館ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動支援交付金

茨木市立茨木小学
校 ほか46小･中学
校

小･中学校の学校図書館は、読書活動
の拠点として、ことばを学ぶ力、想像
力を豊かにし表現力を高めることな
ど、学力の基礎を培ううえで重要であ
り、学校と地域の図書館ボランティア
が連携して読書活動を推進している。

○

より地域の実情を反映した
特色ある事業とするため、
各学校の提案をコンペして
はどうか。また、成果を市
民等へＰＲしたほうが良
い。

図書館が読書や学習ｾﾝﾀｰとし
ての役割､機能の充実が図ら
れるような内容になっている
か充分精査します｡各学校の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを使用してＰＲしま
す｡

4
茨木市中学校区人
権教育協同推進研
究学校交付金

茨木市(養精)中学
校区人権教育協同
推進研究学校
(現在､養精中学校
区が研究指定を受
けている｡)

小･中学校の人権教育の推進を図るた
め、茨木市教委が人権教育の推進学校
を中学校区で指定し、小中学校と地域
がそれぞれ連携のもと、３年間、調
査、研究を行い、人権教育を広めるも
の。

○

5
茨木市教育研究会
補助金

茨木市教育研究会

市立幼･小･中学校園の教職員が会員と
なり、日常の教育活動を通して、理論
と実践が一体化されるように研究を進
める自主研究組織であり、授業研究や
研修会などの実施によって、教職員の
資質向上、学習指導に生かしている。

○ H25
事務執行の透明性の
ため、市の直接執行
へ移行する。

6
茨木市教育研究会
教育課題交付金

市立小･中学校の教
職 員 で 構 成 さ れ
る、教職員の横断
的な組織（平成24
年度から茨木市教
育研究会に一括交
付）

特定の６つの教育課題である、生徒指
導(生活指導)・進学対策・就職指導・
人権教育研究・進路保障・在日外国人
教育研究を行うことによって、日常の
学校教育活動のうち各教科以外の諸課
題に対応する。

○ H25

毎年度定額の交付金
から、事業内容に応
じて交付額を算定す
る。

　Ｅ　商工業団体が行う事業に対する補助金

1
茨木市商工業団体
補助金

茨木商工会議所

市内の商工業団体に対し、市が補助金
を交付することにより、市内商工業者
の組織強化、経営の合理化及び近代化
等を促進し、もって商工業の振興を図
ることを目的とする。

○ ○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら、事業補助及び委
託事業に移行する。

市のビジョンを明確にし、
会議所の役割を提示した上
で、新たな取組みを支援す
るような制度にしたほうが
良い。また、成果をＰＲし
たほうが良い。

アクションプランなど市の推
進する事業と合致するような
新たな取り組みについては、
補助対象として支援していき
ます。成果についても一層Ｐ
Ｒしてまいります。

2
茨木市商業タウン
マネージメント事
業

茨木商工会議所

中心市街地における商業の活性化を図
るための事業に対し、市が補助金を交
付することにより、市内の商業振興及
び地域経済の活性化に資することを目
的とする。

○ H26
商工会議所への他の
補助金と併せて整理
する。

市のビジョンを明確にし、
会議所の役割を提示した上
で、新たな取組みを支援す
るような制度にしたほうが
良い。また、成果をＰＲし
たほうが良い。

アクションプランなど市の推
進する事業と合致するような
新たな取り組みについては、
補助対象として支援していき
ます。成果についても一層Ｐ
Ｒしてまいります。

2



既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

3
商工業振興事業補
助金（共同施設設
置事業）

商業団体

市内の商工業団体が共同で利用できる
施設を設置する事業補助金を交付する
ことにより市内の商業活性化を促進
し、もって商工業の振興を図る。

○ H26
社会情勢に合致した
補助メニューを整理
する。

衰退する商店街への支援で
はなく、がんばる商店街へ
の支援へ転換していくほう
が良い。

意欲のある商店街への支援を
拡充していきます。

4
茨木市商工業振興
事業（共同事業：
イベント関連）

総持寺本通商店街
振興組合ほか 8団
体

市内の商工業団体が行う消費者を対象
とするイベント事業に対し、市が補助
金を交付することにより商工業の振興
を図ることを目的とする。

○ H26

産業活性化プロジェ
クト促進事業補助金
（提案公募型）へ移
行する。

5
茨木市商工業振興
事業（共同事業：
街路灯電灯料）

総持寺本通商店街
振興組合ほか

市内の商工業団体が行う商工業振興事
業に対し、市が補助金を交付すること
により、商業活性化を促進し、もって
商工業の振興を図ることを目的とす
る。

○

衰退する商店街への支援で
はなく、がんばる商店街へ
の支援へ転換していくほう
が良い。

意欲のある商店街への支援を
拡充していきます。

6
茨木市商工業振興
事業（共同事業：
環境・交通対策）

茨木阪急東中央商
店街

市内の商工業団体が行う商工業振興事
業に対し、市が補助金を交付すること
により、市内中小企業の経営改善及び
商業活性化を促進し、もって商工業の
振興を図ることを目的とする。

○ H26
市の駐輪対策事業で
実施する。

7

茨木市商工業振興
事業（共同事業：
商い魅力アップ事
業）

JR茨木東３商店街

市内の商工業団体が行う、商店街等の
魅力を向上させる事業に対し、市が補
助金を交付することにより、商工業の
振興を図ることを目的とする。

○ H26

産業活性化プロジェ
クト促進事業補助金
（提案公募型）へ移
行する。

8

茨木市商工業振興
事業（共同事業：
駐車（輪）場借上
料）

北茨木名店街

市内の商工業団体が行う駐車（輪）場
借上料事業に対し、市が補助金を交付
することにより、市内中小企業の経営
改善及び商業活性化を促進し、もって
商工業の振興を図ることを目的とす
る。

○

衰退する商店街への支援で
はなく、がんばる商店街へ
の支援へ転換していくほう
が良い。

意欲のある商店街への支援を
拡充していきます。

9
茨木市商工業振興
事業（商業活性化
対策事業）

商業団体

市内の商工業団体が団体全体の活性化
を図るために行う小売市場の全面改
装、情報システムの構築、商店街全体
のイメージアップを図り施設に装飾を
施す事業に対し、補助金を交付するこ
とで商工業の振興を図る。

○ H26
他の補助金（E-3）と
統合する。

衰退する商店街への支援で
はなく、がんばる商店街へ
の支援へ転換していくほう
が良い。

意欲のある商店街への支援を
拡充していきます。

10
茨木市商店街活力
アップ支援事業

空き店舗を効果的に活用し、商業集積
地としての利便性向上とともに、商店
街等の組織力の強化を図り、地域商業
の発展につなげる。内容はにぎわい店
舗創出事業、商店街魅力向上事業、
チャレンジショップ事業

○ H26

他の補助金（小売店
舗改築（改装）事業
補助金）と統合す
る。

3



既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

　Ｆ　農林業団体が行う事業に対する補助金

1
茨木市森林整備事
業補助金

大阪府森林組合三
島支店

適正な森林資源の整備を図るとともに
森林の有する多様な機能を総合的資源
として整備を図るため、林業団体が国
及び府の要綱による補助金の交付を受
ける森林整備事業に対し、市が補助金
を交付することにより林業の振興を促
進し、もって林業経営の近代化を図る
ことを目的とする

○
目標を定め、いつまで補助
を続けるのか明確にするべ
きである。

森林の防災機能の維持は必要
不可欠なものであり、期限を
設定することは困難ですが、
情勢の変化により、業として
成り立つようになれば、補助
金支援を見直します。

2
茨木・ふれあいの
森づくり事業

里山サポートネッ
ト・茨木

自主的に森林保全活動を実施する団体
による森林の整備・管理事業に対し、
市が補助金を交付することにより、都
市住民と地域住民等とが連携・協働し
た里山の再生・保全活動を促進し、
もって森林のもつ公益的な多面的機能
の増進を図ることを目的とする。

○

当該補助金支出が効果的と
いう理由が必要であり、効
果のある事業であるなら
ば、積極的にＰＲするべき
である。

当該事業は都市住民と地域住
民等とが連携・協働した里山
の再生・保全活動を促進する
もので、効果は高いと認識し
ており、今後、ＰＲ方法の検
討を行います。

3
松沢池環境整備事
業補助金

茨木市春日地区土
地改良区

松沢池堤塘敷の草刈り等を補助し、溜
池環境の適正な維持を図る。

○ H25
補助率の変更を行
う。

当該補助金支出が効果的と
いう理由が必要であり、特
色あるため池であるなら
ば、積極的にＰＲするべき
である。

松沢池の市章は非常に特色の
あるものであり、今後、ＰＲ
方法の検討を行います。

4

茨木市農林業団体
交流活動事業等補
助金（茨木市農業
振興団体連合会）

茨木市農業振興団
体連合会

市内の農林業団体が実施する都市と農
村の交流活動等の事業に対し補助する
ことにより、活力ある農村地域づくり
の拡大を促進し、もって市内農林業の
振興を図ることを目的とする。

○ ○ H26

運営費補助から事業
補助へ移行すると共
に、補助上限額の算
定基準を明確にす
る。

会費収入を上げるなど、自
立を促すべきである。

運営費は会費で賄うことと
し、補助金は市が推進する農
業振興に効果的な活動に対し
て支援していきます。

5

茨木市農林業団体
交流活動事業等補
助金（見山地区都
市農村交流活動推
進委員会）

見山地区都市農村
交流活動推進委員
会

市内の農林業団体が実施する都市と農
村の交流活動等の事業に対し補助する
ことにより、活力ある農村地域づくり
の拡大を促進し、もって市内農林業の
振興を図ることを目的とする。

○ ○ H26

運営費補助から事業
補助へ移行すると共
に、補助上限額の算
定基準を明確にす
る。

会費収入を上げるなど、自
立を促すべきである。

運営費は会費で賄うことと
し、補助金は市が推進する農
業振興に効果的な活動に対し
て支援していきます。

6
茨木市有害獣捕獲
事業補助金

大阪府猟友会茨木
支部

現在、有害獣による農林産物被害を減
少させるため、大阪府猟友会茨木支
部、地元農業者、市が連携をとって捕
獲檻やくくりわな等を使用し、捕獲活
動を行っている。くくりわなを使用し
て捕獲活動をした場合、くくりわなが
破損するため、補助金を交付する。

○

7

茨木市農空間活用
事業補助金（ふる
さ と 食 材 供 給 事
業）

農事組合法人 見
山の郷

市内産の大豆を原料とする「地域特産
品」の育成を支援することを目的とす
る。

○ H26

現行は大豆に限定し
ているが、新たな地
域特産品につながる
事業へも対象を拡大
する。

地場産大豆使用によりコス
トが高いのであれば、付加
価値を付け高く売るなど自
立に努めるべきであり、こ
の補助金は、新たな事業が
軌道に乗るまでのものとす
るべきである。

事業が軌道に乗った時点で補
助金の見直しをする方向で検
討します。
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8
茨木市農空間活用
事業補助金（淡水
魚種苗導入事業）

安威川上流漁業協
同組合

河川、水田及びため池等を高度利用
し、淡水魚の種苗導入をすることによ
り、漁業の振興を図る。

○ H25
釣り客数が減少して
おり、有効性が低い
ため廃止する。

　Ｇ　障害者等の当事者団体に対する補助金

1
茨木市社会福祉事
業団体補助金（茨
木市遺族会）

茨木市遺族会

全国戦没者追悼式等へ参列や、会員へ
遺族福祉関連事業（政府主催慰霊巡拝
等）への参加を呼び掛ける活動を通
じ、遺族への激励、遺族の実態調査を
行っている茨木市遺族会の活動を支援
し、組織の活性化を図るため。

○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

2

茨木市社会福祉事
業団体補助金（茨
木地区更生保護女
性会）

茨木地区更生保護
女性会

地域での「ミニ集会」や「子ども“わ
いわい”ネットワーク茨木」への参加
や、「更生保護のつどい」の開催、
「社会を明るくする運動」の共催等を
通じ、地域福祉活動の推進に奉仕して
いる茨木市更生保護女性会の活動を支
援し、組織の活性化を図るため。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

3

障害者福祉関係団
体補助金（茨木市
身体障害者福祉協
会）

茨木市身体障害者
福祉協会

身体に障害のある者が社会参加を目的
として団体を組織し、会員の自立を支
援する活動を実施している。補助金の
執行により団体の活動が活性化し、市
が直接的に支援できない当事者に対し
て社会参加を促すことができる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

4
障害者福祉関係団
体補助金（茨木市
原爆被害者の会）

茨木市原爆被害者
の会

先の大戦で被爆された者が社会参加を
目的として団体を組織し、会員の自立
を支援する活動を実施している。補助
金の執行により、市が直接的に支援で
きない当事者対して社会参加を促すこ
とができる。また、被爆体験を市内の
児童生徒に語りべとして伝え、非核平
和の活動を実施している。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

5

障害者福祉関係団
体補助金（茨木市
精神障害者福祉協
会）

茨木市精神障害者
福祉協会

精神障害者の社会参加を目的として団
体を組織し、会員の自立を支援する活
動を実施している。補助金の執行によ
り団体の活動が活性化し、市が直接的
に支援できない当事者対して社会参加
を促すことができる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

6

障害者福祉関係団
体補助金（茨木市
肢体不自由者父母
の会）

茨木市肢体不自由
者父母の会

重度障害者の社会参加を目的として団
体を組織し、会員の自立を支援する活
動を実施している。補助金の執行によ
り団体の活動が活性化し、市が直接的
に支援できない当事者対して社会参加
を促すことができる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

5
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7

障害者福祉関係団
体補助金（茨木市
障害児（者）を守
る・わかくさ会）

茨 木 市 障 害 児
（者）を守る・わ
かくさ会

重度障害者の社会参加を目的として団
体を組織し、会員の自立を支援する活
動を実施している。補助金の執行によ
り団体の活動が活性化し、市が直接的
に支援できない当事者対して社会参加
を促すことができる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

8

障害者福祉関係団
体補助金（地域・
校区で「障害児・
者」の生活と教育
を保障しよう茨木
市民の会）

地域・校区で「障
害児・者」の生活
と教育を保障しよ
う茨木市民の会

重度障害者の社会参加を目的として団
体を組織し、会員の自立を支援する活
動を実施している。補助金の執行によ
り団体の活動が活性化し、市が直接的
に支援できない当事者対して社会参加
を促すことができる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の障害者団
体も活用できる事業
補助に転換する。

9
茨木市単位老人ク
ラブ補助金

単 位 老 人 ク ラ ブ
１６４団体

会員相互の親睦と健全な生活の増進、
福祉の向上を図ることにより、高齢者
自身による介護予防や健康づくり、生
きがいづくりに寄与することを目的と
する。

○

10
茨木市社会福祉事
業団体補助金（茨
木市母子福祉会）

茨木市母子福祉会

母子家庭及び寡婦間の交流・情報交換
活動や研修会の開催など、当該家庭の
身体的・精神的ストレスの解消等を図
り、子育て環境の整備と福祉尊重の社
会づくりをめざす。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

　Ｈ　公的委員が円滑に活動するために当該委員で組織する団体への補助金

1
茨木市人権擁護委
員会補助金

茨木市人権擁護委
員会

国民に保障されている基本的人権を擁
護し、自由人権思想の普及高揚を図る
ため、その中心的な役割として法務大
臣より委嘱を受けた人権擁護委員が活
動している。その活動の円滑化を図る
とともに、人権尊重のまちづくりをめ
ざす。

○ ○ H26

運営費補助から事業
補助へ移行すると共
に、補助上限額の算
定基準を明確にす
る。

事業補助への移行が基本で
はあるが、ボランティアの
団体であるため、一定の配
慮が必要である。

補助金は金銭的なことなので
明確にするべきであると考え
ますが、今後とも委員が活動
しやすいように支援を行って
いきます。

2

茨木市社会福祉事
業団体補助金（茨
木市民生委員児童
委員協議会）

茨木市民生委員児
童委員協議会

茨木市民生委員児童委員協議会は、民
生委員法第20条の規定に基づく団体
で、民生委員が担当する区域や事項を
定めることや、連絡調整などの役割を
担っており、地域の住民の暮らしを支
援するため、さまざまな福祉に関する
活動を行っている民生委員の活動を支
援するため。

○ ○ H26

運営費補助から事業
補助へ移行すると共
に、補助上限額の算
定基準を明確にす
る。

事業補助への移行が基本で
はあるが、ボランティアの
団体であるため、一定の配
慮が必要である。

補助金は金銭的なことなので
明確にするべきであると考え
ますが、今後とも委員が活動
しやすいように支援を行って
いきます。

3
茨木市社会福祉事
業団体補助金（茨
木地区保護司会）

茨木地区保護司会

茨木市保護司会は、保護司法第13条に
基づく団体で、犯罪をした者及び非行
のある少年の改善更生を助けるととも
に、犯罪の予防のため世論の啓発に努
めている保護司の活動を奨励し、資質
向上を図るため。

○ ○ H26

運営費補助から事業
補助へ移行すると共
に、補助上限額の算
定基準を明確にす
る。

事業補助への移行が基本で
はあるが、ボランティアの
団体であるため、一定の配
慮が必要である。

補助金は金銭的なことなので
明確にするべきであると考え
ますが、今後とも委員が活動
しやすいように支援を行って
いきます。
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　Ｉ　小・中学校区ごとに地域で公益活動を行う団体及びその上部団体に対する補助金

1
茨木市自治会連合
会補助金

茨木市自治会連合
会

地区連合自治会相互の親睦と住民福祉
の増進をはかることを目的に設立し、
単位自治会の育成協力を図る。自治会
の活性化につながる懇談会、研修会、
機関紙の発行など、単位自治会と一体
となった事業推進を図る。

○ H25

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

2

茨木市子どもの安
全見守り隊(校区ボ
ランティア巡視員)
交付金

茨木小学校子ども
の安全見守り隊 ほ
か32小学校子ども
の安全見守り隊

小学校児童の登下校時の安全確保と犯
罪の抑止のために、校区の見守り活動
を続ける校区ボランティア巡視員の組
織的な見守り活動を推進することを目
的とする。

○

子どもの安全を確実に取り
組むためには、補助金では
なく委託のほうが良いので
はないか。また、地域だけ
でなく企業・商店も含めた
取組みを進めるなど、確実
に子どもの安全を見守るこ
とができるよう制度設計を
してほしい。

当該補助金は、児童と地域と
の関わりも大切にしたいこと
から地域の活動に支援してお
り、市としては、通学路の整
備や危険箇所の調査等を実施
し、安全確保に努めていま
す。また､企業等の協力につ
いては､現行もタクシー会社
などの協力を得ており、引続
き地元企業の協力確保に努め
ていきます。

3
自主防災組織事業
補助金

市内自主防災組織

自主防災組織の活動及び防災資機材の
購入に対し、市が補助金を交付するこ
とにより、自主防災組織の防災活動を
促進し、もって地震、火災その他の災
害による被害の防止及び軽減を図るこ
とを目的とする。

○

4
茨木市公民館区事
業補助金

公民館区事業実施
委員会等

ふるさとまつり、文化展、地域レク
リェーション、館報発行により地域住
民の主体的な学習活動や地域活動を促
進し、地域住民の生活文化の振興を図
る。

○ H25
運営費補助を廃止
し、事業費補助のみ
とする。

公民館活動が活発になるよ
う、もっとＰＲしたほうが
良い。

ふるさとまつりや文化展等の
ＰＲについては、事業実施委
員会が地域住民のために発行
している公民館報や自治会の
回覧等で、その魅力を積極的
にＰＲしていきます。

5

地区スポーツ・レ
クリエーション大
会 補 助 金 （ 32 地
区）

公民館区事業実施
委員会等

地域におけるスポーツ・レクリエー
ション活動の促進に寄与し、地域住民
の健康の増進と親睦をはかり、合わせ
て生涯スポーツの振興に資することを
目的とする。（「体育の日」を意義あ
るものとする）

○
公民館活動が活発になるよ
う、もっとＰＲしたほうが
良い。

ふるさとまつりや文化展等の
ＰＲについては、事業実施委
員会が地域住民のために発行
している公民館報や自治会の
回覧等で、その魅力を積極的
にＰＲしていきます。

6
青少年健全育成事
業補助金

こども会育成連絡
協議会､青少年健全
育成運動協議会､青
少年会育成会､青少
年指導員会､茨木市
青少年指導員連絡
協議会

市内の青少年健全育成関係団体が実施
する青少年健全育成事業に対し、市が
補助金を交付することにより、地域に
おける青少年の健全育成活動を推進す
ることを目的とする。

○

7
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7

社会教育関係団体
補助金（茨木市こ
ども会育成連絡協
議会）

茨木市こども会育
成連絡協議会

市内こども会の自主活動を振興し、青
少年の健全育成と福祉の増進を図って
いる。

○ ○ H25
青少年健全育成事業
補助金と統合する。

　Ｊ　市の事務の代替的な事業を行う団体への補助金

1
茨 木 市 人 権 セ ン
ター事業補助金

茨 木 市 人 権 セ ン
ター

茨木市や大阪府の人権施策推進に協力
し、市内各種団体と連携・協力して人
権尊重の社会づくりに寄与することを
目的に、人権課題を抱える人たちの相
談窓口や、差別や人権侵害を予防する
ための啓発活動、人権課題に取り組む
団体への支援を行っている。

○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

再補助について、しっかり
と有効性を図り、適正な補
助とすること。

再補助について、有効性の高
い事業補助となるよう内容に
ついて見直し、適正化を図り
ます。

2
茨木市住みよいま
ちづくり協議会交
付金

茨木市住みよいま
ちづくり協議会

市民が主体となり、住みよいまちづく
り推進のための様々な活動を行ってい
る。交付金を交付することで、市民の
手によるまちづくり運動を促進し、
もって住民相互の連帯性並びに市民性
を高めることを目的としている。

○ H25

毎年度定額の交付金
から、事業内容に応
じて交付額を算定す
る。

3
茨木市国際親善都
市協会補助金

茨木市国際親善都
市協会

姉妹及び友好都市並びにその他の都市
との交流を促進し、もって都市相互間
における市民の文化、福祉等の向上を
図ることを目的とする。

○ H25

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

繰越が多いので、事業補助
化の中で整理すること。ま
た、もっと活動をＰＲした
ほうが良い。

繰越金については、平成25年
度において整理します。ま
た、協会の活動のＰＲについ
ては、今後とも積極的に実施
していきます。

4
茨木市社会福祉協
議会補助金

社会福祉法人 茨
木市社会福祉協議
会

（社福）茨木市社会福祉協議会は、社
会福祉法第109条に基づき設立された
法人で、本市とともに地域福祉の推進
を図ることを目的とする公益性の高い
団体であることから、当該団体の財政
基盤の安定を図り、活動を促進するこ
とにより、地域福祉の推進を図る。

○ H26

社会福祉協議会の今
後のあり方について
検討するなかで、併
せて人件費補助につ
いて整理する。

人件費への補助は避けるべ
きである。

人件費補助について整理しま
す。

5
茨木市障害者事業
団補助金

茨木市障害者事業
団

障害者の就労を支援している障害者事
業団の運営に対し補助金を執行するこ
とにより、障害者の雇用が促進し、障
害者の自立に寄与する。

○ H26
障害者就労支援セン
ター事業とともに整
理して一本化する。

補助金から指定管理とする
ことで経費が上がることが
ないように。

経費は増加はいたしません。

6
茨木市シルバー人
材センター運営補
助金

茨木市公益社団法
人茨木市シルバー
人材センター

高齢者の就業機会を促進するととも
に、高齢者の能力を生かした活力ある
地域社会づくりに寄与することを目的
とする。

○

本来、事業収入で運営する
べきであり、経営の視点が
必要である。一定の期日を
設けて、改善提案をするべ
きである。

以前から改善に取り組み、効
果を上げているが、今後も継
続して改善に努めます。
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既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

7
茨木市献血推進協
議会補助金

茨木市献血推進協
議会

厚生労働省の「献血の推進に関する計
画」で、献血推進協議会を設置する努
力義務に基づき、地域における献血活
動を実施し、啓発ポスターの掲示やち
らし、啓発ティッシュ等の配布で献血
を呼びかけて献血者を確保すること
で、献血の推進を図る。

○ H25

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

8
茨木市学校給食会
補助金

茨木市学校給食会

献立作成、学校給食に関する調査研
究、栄養改善に関する啓発などを行う
ことで学校給食の質の向上、充実を図
る。

○ ○ H25

補助対象経費を明確
にするとともに、事
務の透明性の確保の
ため、直接執行につ
いて検討する。

市が負担するべき費用であ
るならば、委託や直接執行
のほうが良いのではない
か。

今後、事務の透明性・効率性
等を勘案し、検討します。

9
茨木市学校保健会
交付金

茨木市学校保健会

健康診断の事前指導と事後処理、学級
活動・学校行事における保健指導、研
修会・交流会の開催、保健会誌の編集
等を行うことで学校保健を推進する。

○ ○ H25

補助対象経費を明確
にするとともに、事
務の透明性の確保の
ため、直接執行につ
いて検討する。

市が負担するべき費用であ
るならば、委託や直接執行
のほうが良いのではない
か。

今後、事務の透明性・効率性
等を勘案し、検討します。

10
茨木市観光協会補
助金

一般社団法人 茨
木市観光協会

官民一体となった多様な観光振興施策
を推進するとともに、地域の交流や芸
術・文化等のより一層の発展を促進
し、もって観光振興の波及効果によっ
て商工業の振興及びまちの活性化を図
ることを目的とする。

○ ○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

総事業費における人件費割
合が高いのではないか。

人件費の抑制は以前から取り
組んでおり、今後も適正化を
図りながら、収益事業の拡大
を促していきます。

11
茨木市観光協会事
業補助金

一般社団法人 茨
木市観光協会

茨木市観光協会の行う観光事業の円滑
かつ健全な運営を促進し、もって観光
がもたらす誘客宣伝効果によって商工
業の振興及びまちの活性化を図ること
を目的とする。

○ ○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

効果のある事業をさらに実
施していき、茨木市のＰＲ
をもっと積極的に行うべき
である。

観光協会に対して事業の提案
を行うなど、より効果の高い
事業実施に努めていきます。
また、市ホームページ、広報
誌、ＰＲイベント等で更なる
周知に努めます。

12
茨木市文化振興財
団補助金

公益財団法人 茨
木市文化振興財団

補助金については財団の事業部門（人
件費含む）に充てられており、これに
より優れた公演や講座を開催すること
ができ、地域文化のより一層の発展に
寄与することができる。

○

効率化による支出の削減
や、チケット収入の増、会
員を募るなどの収入増を図
り、自立する目標を掲げて
努力する必要がある。ま
た、人件費補助の見直しを
検討するべきである。

今後も支出削減やチケット収
入の増を得られるよう促しま
す。また、人件費への補助に
ついては、当該団体の設立趣
旨も踏まえながら、慎重に検
討していきます。

　Ｋ　社会教育関係団体に対する補助金

1
社会教育関係団体
補助金（茨木スカ
ウト連絡会）

茨木スカウト連絡
会

日本連盟が定める教育活動の趣旨に
そってスカウト活動、地域活動を行
い、青少年健全育成や地域貢献につな
げる。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。
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既存補助金等の検証結果一覧表

事業
補助化

補助額
適正化

整理
統合

その他
新制度
創設

その他
(提案公募
自由型等)

検討部会指摘事項
検討部会の指摘
事項に対する対応

見直し
年度

廃止見直して継続
現行
継続

№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

2

社会教育関係団体
補助金（茨木市障
害児・者の社会教
育をすすめる会）

茨木市障害児・者
の社会教育をすす
める会

障害児・者が放課後や休日を地域の中
で豊かに過ごすために必要な諸制度の
実現をめざし、社会教育の充実につな
げる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる活動のテー
マに沿った提案公募
型補助金の活用を促
す。

3
社会教育関係団体
補助金（茨木市PTA
協議会）

茨木市PTA協議会

市民の１割近くを有する団体であり、
会員に対する人権啓発活動やこどもの
安全に関する活動、会員間の交流を深
める活動が、地域教育の振興に直結す
る。

○ H26
市として必要な部分
については直接執行
を検討する。

4

社会教育関係団体
補助金（大阪府高
齢者大学同窓会茨
木）

大阪府高齢者大学
同窓会茨木

会員相互の親睦を図るとともに、研修
会等を通じて会員の教養を高め、健康
を保持し、地域社会に貢献する。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

5
社会教育関係団体
補助金（茨木市合
唱連盟）

茨木市合唱連盟
茨木市内の音楽愛好団体相互の連携を
はかり、音楽技術の向上に資するとと
もに、市民文化の向上を目指す。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

6
社会教育関係団体
補助金（茨木美術
協会）

茨木美術協会

茨木市における美術作家の活動を活性
化させ、広く市民に鑑賞の場を提供す
ることで、会員の技術の向上を目指す
とともに、市民文化の向上に寄与す
る。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

7
社会教育関係団体
補助金（茨木市音
楽芸術協会）

茨木市音楽芸術協
会

茨木市の更なる文化向上に寄与する目
的で、市民を対象とした様々なコン
サートの企画・運営を行っており、そ
れによって市民がすぐれた音楽に触れ
る機会が増加し、市民の活力となる。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

8
社会教育関係団体
補 助 金 （ オ ワ ゾ
リール会）

オワゾリール会

会員相互の研修と親睦を図るととも
に、年数回、コンサートを開催して音
楽に接する機会を市民に提供するな
ど、地域文化の向上、発展に寄与す
る。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

9
社会教育関係団体
補助金（茨木市吹
奏楽団）

茨木市吹奏楽団
週2回の練習、年数回の演奏会等の開
催を通じ、青少年の育成並びに茨木市
の音楽文化向上に資する。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。
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10
社会教育関係団体
補助金（茨木市少
年少女合唱団）

茨木市少年少女合
唱団

少年少女の合唱技術の向上をはかると
ともに、情操豊かな児童生徒の育成を
めざし、地域文化の振興に寄与する。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

11
社会教育関係団体
補助金（茨木三曲
協会）

茨木三曲協会

ボランティア演奏会、茨木市主催のさ
くらまつりや茨木市教育月間行事の邦
楽名演会などに参加し、市民に邦楽に
親しむ機会を設け、茨木市の文化発
展、充実に寄与する。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

12

社会教育関係団体
補助金（文章教室
グ ル ー プ か し の
木）

文章教室グループ
かしの木

文章を書くことを通じて、会員個々の
教養を高め、相互の親睦を図るととも
に、集大成として文集を出版すること
により社会教育の充実につなげる。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

13
社会教育関係団体
補助金（茨木手話
サークルのばら）

茨木手話サークル
のばら

会員相互の信頼に基づき、手話及び要
約筆記技術の向上とともに、ろうあ者
との交流・親睦を図り、理解を深め、
ろうあ者の生活と権利を守る。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる活動のテー
マに沿った提案公募
型補助金の活用を促
す。

14
社会教育関係団体
補助金（グループ
藍野）

グループ藍野

市立図書館において、視覚障害者の要
望に応えて、朗読奉仕を行ない、視覚
障害者の朗読活動に寄与することを目
的としており、視聴覚教育の充実につ
なげる。

○ H26
市として必要な部分
については直接執行
を検討する。

15
社会教育関係団体
補助金（茨木市バ
ラの会）

茨木市バラの会

点字の学習並びに市立図書館の視覚障
害者サービスを援助し、広く点訳奉仕
活動を行い、視聴覚教育の充実に努め
る。

○ H26
市として必要な部分
については直接執行
を検討する。

16
社会教育関係団体
補助金（茨木市郷
土芸能保存会）

茨木市郷土芸能保
存会

茨木市に伝わる伝統芸能である浄瑠璃
音頭を、公民館活動や学校行事、地域
の催し物で普及し、文化の保存と発展
に寄与する。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

17
社会教育関係団体
補助金（島あしわ
け小唄保存会）

島あしわけ小唄保
存会

茨木市に伝わる伝統芸能であるあしわ
け小唄を、公民館活動や地域の催し物
で普及し、文化の保存と発展に寄与す
る。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる提案公募型
補助制度を創設す
る。

今後の文化行政の方向性を
明確にすること。

文化に関した事業補助の創設
を検討します。

18
社会教育関係団体
補助金（茨木市文
化財愛護会）

茨木市文化財愛護
会

郷土の文化財の調査、研究及び展示会
等を開催することにより、文化財の顕
彰、啓発をはかり、文化の保存と発展
に寄与する。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

11



既存補助金等の検証結果一覧表
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№ 見直し内容等補助金等の名称 交付の相手先 補助事業の内容・目的

19
社会教育関係団体
補助金（茨木市自
然保護研究会）

茨木市自然保護研
究会

自然観察会を行い、茨木の自然の観
察・調査を実施し、現状を明らかにす
るとともに、研究内容を環境フェアで
発表するなど自然環境が豊かに保全さ
れるよう努力する。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

20
社会教育関係団体
補助金（茨木山草
会）

茨木山草会

山野草の鑑賞及びその育成保護に努
め、茨木周辺の植物生態系を探ること
で、自然保護など自然環境についての
広い知識を共有することにつなげる。

○ H26

他の団体との公平性
を考慮して廃止と
し、提案公募型補助
金の活用を促す。

21
茨木市体育協会補
助金

特定非営利活動法
人 茨木市体育協
会

スポーツ・レクリエーション活動の普
及奨励に努めるとともに、関係機関と
の連絡調整を図り、生涯スポーツの振
興に寄与する。

○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

収入の確保や事務費の削減
を進めていくべきである。

事務費を精査します。

22
市長旗争奪茨木市
スポーツ少年団競
技大会事業補助金

茨木市スポーツ少
年団本部

スポーツ少年団活動を通じて、青少年
の健全育成をはかるため各単位団を育
成し、より発展させることを目的とす
る。

○ H26
体育協会への補助金
と統合する。

23
茨木市長杯争奪少
年軟式野球大会事
業補助金

茨木市少年軟式野
球連盟

少年野球活動を通じて、青少年の健全
育成をはかるとともに、チーム間の親
睦と交流を目的とする。

○ H26

現行の補助団体に限
らず、他の団体も活
用できる制度を創設
する。

種目も含めて公平性が確保
できるように制度設計して
ほしい。

他の種目も参加出来るよう公
平性のある制度を作ります。

　Ｌ　その他の補助金等

1
職場における職員
の自主研修補助金

自主研修申請部又
は課

それぞれの所属での新たな知識の習
得、意識改革のきっかけづくり、課題
解決に取組む職場環境づくりの促進を
目的に実施している。

○ H25
事務執行の透明性の
ため、市の直接執行
へ移行する。

職員の研修は積極的に行う
べきであり、補助ではな
く、責任を持って市が直接
行うべきではないか。

直接執行で実施します。な
お、この制度は自己研鑽に努
める意欲の高い職員を支援す
る制度であり、業務に必須の
基礎的・専門的研修について
は、今後とも正規の研修にお
いて適切に実施していきま
す。

2
通信教育講座受講
料補助金

市職員

職員の自己啓発意欲を喚起するととも
に各々の能力開発を行い、複雑多様化
する行政需要に対し的確に対応できる
職員の育成を図る。

○ H25
事務執行の透明性の
ため、市の直接執行
へ移行する。

職員育成にとってより効果
のある講座にしたほうが良
い。

講座の内容について精査しま
す。なお、この制度は自己研
鑽に努める意欲の高い職員を
支援する制度であり、業務に
必須の基礎的・専門的研修に
ついては、今後とも正規の研
修において適切に実施してい
きます。
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3
茨木市消費者関係
団体補助金

茨 木 市 消 費 者 協
会・茨木市中央生
活学校

地域消費者活動を促進し、消費生活の
安全、安定及び向上を図ることを目的
とする。
(関係事業への参加、学習会、各研修
会、消費生活展等の催し物を実施)

○ H26

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

活動規模が小さいので、広
げる取組みも必要ではない
か。また、補助事業の効果
をしっかりと検証するこ
と。

他団体との連携をさらに進
め、事業拡大を促進します。
また、事業効果についても検
証を行います。

4
茨木市労働団体事
業補助金

連合大阪北大阪地
域協議会北摂地区
協 議 会 茨 木 連 絡
会、茨木地区メー
デー大会実行委員
会、茨木地区統一
メーデー大会実行
委員会

労働団体が行う事業に対し、市が補助
金を交付することにより健全かつ活発
な労働活動を促進し、もって労働者の
地位向上に資することを目的とする。

○ H25
特定の団体を対象と
していることから廃
止とする。

5
茨木市勤労者互助
会交付金

茨木市勤労者互助
会

茨木市勤労者互助会が行う事業に対
し、市が交付金を交付することにより
事業所に働く従業員の福祉の増進及び
事業所における雇用の安定を図ること
を目的とする。

○ H25

補助対象経費を明確
にし、運営費補助か
ら事業費補助へ移行
する。

市として補助していること
をＰＲし、入会機会拡大の
努力をしたほうが良い。ま
た、補助経費の内容を明確
にすべきである。

市が支援していることをＰＲ
した制度案内チラシなどの広
報媒体を活用し、入会者の拡
大に努めます。補助対象経費
の明確化に努めます。

6

茨木市交通安全推
進団体事業交付金
（｢交通事故をなく
す運動｣茨木市推進
本部）

「交通事故をなく
す運動」茨木市推
進本部

茨木市における交通事故をなくす運動
を強力に推進するため、各種交通安全
運動の実践活動を通じ広く市民に交通
安全思想の啓蒙を図り、交通事故の絶
滅に寄与することを目的とし、春秋の
交通安全運動の実施、年末年始及び行
楽シーズンの交通安全運動等、交通事
故防止に関する活動を行っている。

○ H25
補助対象経費を明確
にする。

7

茨木市交通安全推
進団体事業交付金
（茨木市学童通学
安全対策協議会）

茨木市学童通学安
全対策協議会

自動車交通の急激な発達に伴い、通学
途上の学童の生命が常に危険にさらさ
れている現状にかんがみ、この事態に
対処するための必要かつ十分なる安全
対策の樹立を推進することを目的と
し、通学路の危険個所の調査、交通安
全パトロールなどの活動を行ってい
る。

○ H25
事務執行の透明性の
ため、市の直接執行
へ移行する。

子どもの安全は重要なの
で、もっと積極的により良
い事業を展開してほしい。

ハード事業だけでなく、効果
のあるソフト事業についても
積極的に展開し、子どもの安
全確保に努めてまいります。

8

茨木市交通安全推
進団体事業交付金
（茨木市地域交通
安全活動推進委員
協議会）

茨木市地域交通安
全活動推進委員協
議会

推進委員相互の緊密な連携を図り、推
進委員の活動を計画的かつ効果的に推
進することを目的とし、春秋の交通安
全運動の街頭啓発や自転車マナーアッ
プ運動など交通安全活動を行ってい
る。

○ H25

大阪府公安委員会か
ら委嘱された委員の
会であることから、
市の補助は廃止し、
警察に対し支援を求
める。

9
茨木私立幼稚園連
合会補助金

茨木市私立幼稚園
連合会

行政との協働及び会員相互の意見交換
を目的とした会議の開催や保護者を対
象とした講演会を開催することで幼児
教育の充実を図る。

○ H26

他業種の同様の活動
を行っている団体へ
は補助を行っていな
いため廃止する。

公立・私立ともに教員の資
質向上は同じように必要で
あり、廃止による影響が出
ないようにして欲しい。

より幼児教育の充実が図られ
るよう研究します。
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10

茨木市私立保育所
等運営補助金（茨
木市私立保育園連
盟）

茨木市私立保育園
連盟

連絡会や研修会を開催することで、15
法人31ヶ所の保育園が協力し、よりよ
い保育サービスを提供することができ
るよう支援する。

○ H26

他業種の同様の活動
を行っている団体へ
は補助を行っていな
いため廃止する。

公立・私立ともに保育士の
資質向上は同じように必要
であり、廃止による影響が
出ないようにして欲しい。

より保育内容の充実が図られ
るよう研究します。

11
茨木市山地部校文
化行事振興会補助
金

茨木市山地部校文
化行事振興会

小学校における文化行事は保護者負担
により実施されているが、児童数が極
端に少ない山地部の２校では保護者の
費用負担が相対的に大きくなるため、
その軽減を図ることを目的とする。

○ H25

補助対象を山地部校
のみではなく、市街
地の少人数校へも拡
充する。
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